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݈ ߁
Μ͍͟

　৯ੜ׆վળٞڠ会ͱは、ொ民の݈ͮ͘߁ΓのたΊに׆ಈし
ͯいΔϘϥϯςΟΞஂମで、໊̕ࡏݱの会һが׆ಈをͯͬߦ
います。ࠓྉཧڭ室の։࠵を༧ఆしͯいますので、݈

ΓௐཧのϨϕϧΞοϓにͮ͘߁
ཱͯͯͩ͘さい。ۙ͘なΓまし
たΒճཡϙελʔで͓知Βͤ
します。

ᒌЭထဃોծңᜭ˟ǑǓᲬᲳࡇ࠰૰ྸܴƷƓჷǒƤ

લொ৯ੜ׆վળٞڠ会ࣄہ　̩̚ ɿ̡̒ ̐ɻ ̎̎ ̍̑ʢલொอ݈ࢱ՝ʣ

˒͓͜ྉཧڭ ʢࣨ̏ࡀ～খֶ̏生·でʣ
　��݄ ̐ʢʣ����時ʙ　લொ公民館
ࣨڭʑϔϧγーࠎ˒
　��݄ ��ʢʣ����時ʙ　લொ公民館
˒உのྉཧڭ ʢࣨஉੑରʣ
　��݄ ̓ʢʣ����時ʙ　લொ公民館
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………………………………………………………………………͢༫گΉ ͤͺ̺౷֖

　６月１日（木）の介護者家族の集いは、とままえ温泉ふわっとで開催します。認知症や介護者の健
康管理についての講話の他、昼食を摂りながら参加者同士の交流などを実施する予定です。

ט事業のお知らせט

͓合Θͤ　　લ町Ҭแׅηϯλʔ　緯�64ɻ 2215

　৽任ΉアζΥが福ছ用ߓの使い方やٚࢌ保ࡏ制度に̾いてٜ୰していきます。

　ࣽٝは、ૅの使い方に̾いてです。

̦：ɺࠨӈͲͪΒͷखʹͭ࣋ͱΑ͍Ͱ͔͢ʁ
̖：ૅは利きなどとは関߸なく、͙のない௰ので՜ります。歩くときは、ૅとい方の௷を֚

に出し̹後で、くない方の௷を出すとよいです。͙がある௰のに持̾ものとএ̽ている

方も多いのですが、̷れは̹֑̽ۼ使い方で、ഢ͐خ能もありࡏܓです。

ૅを使̽て歩くのはれるまでఱ་ですが、正しいૅの使い方で安して歩く̭とができますの

で、̶͌দして͙てください。

主任ケアマネの介護保険ワンポイント

認知症サポーター養成講座
　民の͙なさまを対象にછεーΗーူ଼࣒जをٳटしています。

　ȶછεーΗーȷとは、છに̾いて正しいেをも̻、છの૽やزをأかくࡉる

かඅ別な̭とをするのではなく、႕え͊、困̽ているછの૽がةはڬ৪の̭とです。̷の׳؊

い̹らをかけ̹り、છの方をٚࢌしているزなどに̨͇らいの࡞ဩをかけるなどがあります。

すれ͊どな̹でもછεーΗーになる̭とができ、̷のબで࣒जを受࣒　

あるレϋジリϋΈがဓえられます。

　଼29年ˏ月ྎ࡛ह、છεーΗーはඤに319૽ （国ではĹĹ0ྔ ૽）、

΅λρΨϋιイΠ（ူ଼࣒जの࣒）は７૽とな̽ています。

　ඤٛやࢷڠ、ા、ークル、お達൳আなど、２、ˏ૽のઁ૽ତでもٳ

टできますので、ྙޟのある方は̶͌お問合せください。

元気いきいき教室
　ࣽ年度ల１ٝの参加৪を࡛ह༡ਬಎです。

　̭のޗはˏか月（８ٝ）のౣܢਬಎ߿൲ޗで、参加対象৪は65歳以上Ĺ0歳պまでの方で、

ষのΙͿΛクࣜ࿒で、ଠࣈͷճ͕̍ʙ̑ͷ߲Ͱ̏ͭҎ্ɺຢ̒ʙ̔ͷ߲Ͱ̎ͭҎ্͋ͬͨํ
ͷ͏ͪɺแׅࢧԉηϯλʔ৬һͱͷ໘ޙɺࢀࣨڭՃ͕ඞཁͱஅ͞Εͨํです。

。ထཡ（いきいき）レϋダーをご။くださいࢌの日は、଼29年度ๅのٚޗ　

　地֖༫گ׳ΓϋΗー֥からࡢ別に参加のմඤがありまし̹ら、̶͌参加をࢄ൦ください。

͍͍えは͍֊ஈΛखすりนΛつたわらͣʹঢ͍ͬͯます͔̍

ӡಈͷ
ɹػ

͍͍えは͍Πスʹͬ࠲たঢ়ଶ͔らԿつ͔まらͣʹཱͪ上が͍ͬͯます͔̎

͍͍えは͍15分Ґଓけͯา͍͍ͯます͔̏

͍͍えは͍͜の１間ʹసんͩ͜とが͋ります͔̐

͍͍えは͍సʹରすΔ不҆はେ͖͍です͔̑

͍͍えは͍前ʹൺべ͍ͯݻのが৯べʹ͘͘なりま͠た͔̒
ͷߢޱ
ɹػ

͍͍えは͍͓ोでΉͤΔ͜とが͋ります͔̓

͍͍えは͍ޱのׇ͖がؾʹなります͔̔
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ҩྍ੍ͷ͓Βͤऀྸߴظޙ

ͭ͘Ζ͏݈߁ɹせのະདྷͮ͘Γ

ҩྍΨΠυऀྸߴظޙ

…………………………………………………………………… ΄ࣞႢ৪ Ρ֓ၷܢࢃ ͼ

～ อݥྉܰݮのݟしにͭいͯ ～

ɜ保ၳࡏ൝ࡘࠚڬのう̻、２ڬȆ５ࡘࠚڬに߸るਫ਼ං基が、ষのとおりࡉೄしされまし̹。

均等割２割・５割軽減の範囲が見直しされました

ʲฏ��͔Βʳ
のֹۚ以Լのੈଳ࣍割合ॴಘがݮܰ
５割ܰ33ݮສ円 （ɹ2�ສԁʷੈଳのඃอऀݥ）
２割ܰ33ݮສ円 （ɹ49ສԁʷੈଳのඃอऀݥ）

ʲฏ��ʳ
のֹۚ以Լのੈଳ࣍割合ॴಘがݮܰ
５割ܰ33ݮສ円 （ɹ26ສ５ઍ円ʷੈଳのඃอऀݥ）
２割ܰ33ݮສ円 （ɹ�8ສ円ʷੈଳのඃอऀݥ）

ฏ��のอݥྉֹはɺ݄̓にݸผに͓らͤ͠·す

ʲ͓Βͤʳ４月͔Βऀྸߴظޙҩྍͷ資֨ɾڅʹؔ͢Δ૭ޱʮ税ொຽ՝͓ͯͳ͠ʯʹ ͳΓ·ͨ͠

ւಓޙ期ऀྸߴҩྍҬ࿈߹
ɹ˟���ɻ ����
ɹࡳຈࢢதԝ۠ೆ̎̍ ஸ̐ɹࠃอձ館̒֊
ɹి����ɻ ���ɻ ����

લொ場
੫ொຽ՝ɹ੫
ి�����ɻ ��ɻ ����͓͍߹Θͤઌ

ɜ̭の制度に加入し̹とき、用৪保ࡏの຺ူ৪だ̹̽方のڬࡘࠚ合が、ষのとおりࡉೄしされまし̹。

被用者保険の被扶養者だった方の軽減割合が見直しされました

ʲฏ��ʳ

ʲฏ��ʳ
割ॴಘ割区　　　分ۉ
９割͔͔ܰݮりまͤんඃ༻ऀอݥのඃැཆऀͩͬたํ

割ॴಘ割区　　　分ۉ
のඃැཆऀͩͬたํݥりまͤんඃ༻ऀอ͔͔ݮׂܰ̓

ɜ保ၳࡏਫ਼ංࡘࠚڬのڬ合が、ষのとおりࡉೄしされまし̹。

所得割の軽減割合が見直しされました

˞所ಘͷঢ়گʹΑΓɺۉׂͷׂܰݮ߹ׂ͕̕·ͨ�ɽ�ׂ ʹ֘͢Δ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ

ʲฏ��ʳ
のֹۚ以Լのํ࣍割合ॴಘがݮܰ
ॴಘ͔ら33ສ円Λ引͍たֹが58ສ円以Լのํݮׂܰ̎

ʲฏ��ʳ
のֹۚ以Լのํ࣍割合ॴಘがݮܰ
５割ܰݮॴಘ͔ら33ສ円Λ引͍たֹが58ສ円以Լのํ
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　ຽੜҕ員ࣇಐҕ員ɺҬの୭がͤで҆৺したੜ׆をおくΕΔΑ͏にԠԉします。
　Կ͔৺ごとがありましたΒຽੜҕ員ࣇಐҕ員にご૬ஊくͩさ͍。ຽੜҕ員ࣇಐҕ員
の中にɺ子Ͳのことをઐに୲しɺ׆ಈすΔʮओࣇಐҕ員ʯ͍ます。
͍ͣΕظ̏ؒです。　ʵͪΖんݸਓのൿີकります。

ʠ੨͍ඪʡは
ຽੜҕһࣇಐҕһ
のҹです。

˓ҭࣇやし͚ͭにؔすΔこと
˓͍͡Ίやෆొߍのこと
のみにؔすΔこと׆ੜߍֶ˓
にؔすΔことٮಐࣇ˓
˓ͦのଞ

ҭࣇɾڭҭͷ͜ͱ

˓ۙ所͖߹͍にؔすΔこと
˓ੜ׆福祉ۚࢿͳͲ֤छି੍
のར༻にؔすΔこと

˓ੜ׆อޢにؔすΔこと
˓町のݥةՕ所にؔすΔこと

Β͠ͷ͜ͱ

˓݁ࠗɺࠗにؔすΔこと
˓子ؔにؔすΔこと
˓ැཆにؔすΔこと
˓૬ଓにؔすΔこと
˓ͦのଞ

Ոؔͷ͜ͱ

˓ຖ日のհޢで͍ͯͬࠔΔこと
˓福祉αʔϏεのར༻にؔすΔ
こと

˓հޢอ੍ݥにؔすΔこと
˓ͦのଞ

在ੜ׆ʹؔ͢Δ͜ͱ

ƴఌƟƠƨ�࣬؏ע�ƛǑƏ࠼ ƍǍǓ ～私たち民生委員児童委員の“あい言葉”です～

道 民 児 連しあわせ応援ネットワーク

【 ͜Μͳͱ͖ຽ生ҕһࣇಐҕһ 】

���ສԁʴ
ʢැཆͷʷ

��ສԁʣ

ॴಘͷ҆
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จԽࢪઃɾεϙʔπࢪઃΦʔϓจԽࢪઃɾεϙʔπࢪઃΦʔϓϯϯ

苫前町公民館～あなたの学びを応援します～

………………………………………………………………………………… ા͍͈ڠࢩ

ి�65ɻ 4��6　̛ ̖̭�65ɻ 322�
Ｅｍａｉｌ：ｓｈａｋａｉｋｙｏｉｋｕ＠ｔｏｗｎ.ｔｏｍａｍａｅ.ｌｇ.ｊｐ

■ લ町ڷࢿྉؗ
　開館期間　５月～10月
　開館時間　10：00～17：00
　入 館 料　

　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　※小学校就学前児童無料
　休 館 日　月曜日（夏休み期間は無休）
　　　　　　※月曜日が祝日の場合は火曜日が休館日

高校生・一般小・中学生区　分
１００円５０円町内個

人 ３００円１００円町外
10人以上３割引（10円未満切捨）団　体

フラワースマイフラワースマイルル

　午前０時から午後˕時のۼに１５以

上の൲をし̹住民の参加ၚをއいま

す。ٯ様のୟޭ的な参加をおఞ̻して

おります。

【報告方法】 苫前公民܁へ電დ（65－4076）、s ˝˴

（65－3220）で༭࣬、ま̹は༭࣬用ঞをڎਫ਼に୭置

されている༭࣬δΛクスへ入れて下さい。詳しくは

ٝ။をご။下さい。

日時　５月27日（土） 午前９時～10時30分
場所　古丹別：苫前町公民館
　　　苫前：苫前三角点スキー場
内容　公民館、古丹別西２条線、

苫前三角点スキー場、郷土
資料館付近の花植え　

ɖ参加ܛབされる方は５月２５日（木）までに苫
前公民܁（緯 65－4076）へ
ɖ̷のఈ詳ळはٝ။をご။下さい。

チャレンジデーチャレンジデー ２０１７２ ０ １ ７
５月５月 ３３ １１日 日（水（水））開催開催 ＶＳＶＳ 岐阜県七宗岐阜県七宗町町

蔵書点検作業実施に伴い、公民館図書室を臨時閉館します。
　ྟ時ดؗ日：ฏ29５月3�日（Ր）　

※蔵書点検作業実施後、貸出図書の延滞者には個別通知いたし
ますので、この機会に返却漏れがないかご確認下さい。

「苫前町公民館図書室」
臨時閉館のお知らせ

　ဘと保ࢌ৪を対象に、උδρϋΞͻアȶおはなしの૩͌な̹ȷによるٰུのඋ͙かせやဋ
͍、୭ဋ͍൝を࣐います。子どももఱ૽もઢになれるমުですので、お気ࠚにご参加下さい。

　場所：苫前町公民館図書室　　時間：午前10時～　　※申込み不要です。
ʲ։࠵日ͱ֤月ͷઃ定༡ͼʳ

乳幼児と保護者向け事乳幼児と保護者向け事業業「本とあそぼう」「本とあそぼう」を開催しますを開催します

わらべうた遊び・親子遊び10月７日（土）小麦粉ねんど遊び６月３日（土）
クリスマスの歌とツリーの飾りつけ12月２日（土）シャボン玉遊び７月１日（土）
節分の遊び ２月３日（土）ミニプール遊び８月５日（土）
ひなまつりの遊び ３月３日（土）敬老の日のプレゼント作り９月２日（土）

■ લ町̗ˍ̜ւ༸ηϯλʔϓʔϧ
　開館期間　５月16日～９月30日
　開館時間　午前 10：00～12：00　 午後 13：00～17：00
　　　　　　夜間 18：00～20：30
　　　　　　※５・６・９月の平日は夜間のみ、土・日・祝日は午前・午後
　使 用 料　

　休 館 日　月曜日　※月曜日が祝日の場合は火曜日が休館日

一　　般高　校　生小・中学生区分 シーズン券１　回シーズン券１　回シーズン券１　回
2，050 円200 円1，020 円100 円510 円50 円町内
3，080 円300 円1，020 円200 円510 円100 円町外

■ લ町ٿ
　開設期間　５月～10月
　開設時間　 9：00～21：00
　照明使用料　20分 320円

■ εϙʔπ
　開設期間　５月～10月
　開設時間　 9：00～日没

■ ύʔΫΰϧϑ（લɾ古丹別）
　開設期間　５月～10月
　開設時間　 6：30～日没
　用具貸出　スポーツセンター、
　　　　　　苫前町郷土資料館
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ՐՐࣄࣄɾɾٸٹٸٹ̍̍̍̍ ̕̕൪ʂ൪ʂ ཹ๖ফ合ফॺ　 લ ࢧ ॺ　̩̚ ̡�64ɻ 2321
　　　　　　　　　　　古丹別ࢧॺ　̩̚ ̡�65ɻ 4119

　４月20日から30日までののغबထཡ൲ۼܢಎに、苫前Ȇ古丹別ၰ地ߊにて20日（木）に৬ၰอ

Ωレードが࣐われ̹。

　苫前市ځ地ではકཡ৬ၰ４台ࡏܓ͍ݞ安ٛފ苫前地６֥ٛߊমުਫ਼が参加、غबထཡを࿎し̹。

　古丹別市ځ地ではഛະ良によりཡغΩレードはಎ止となり、৬ၰอΩレードを̹࣐̽。કཡ৬ၰ

ˏ台ࡏܓ͍ݞ安ٛފ古丹別地４֥ٛߊমުਫ਼が参加、غबထཡを࿎し̹。

ՐύϨʔυʢݹ୮ผ۠ʣ ं྆ύϨʔυʢ前۠ʣ

～車両パレードを実施～
य़य़ͷՐࡂ༧ӡͷՐࡂ༧ӡಈಈ

ۚਫՐ月日

ささ͑あ͍のま
ͪͮくりҙަݟ
会（とまま͑
Թઘ;Θͬと）

20

ϑϥϫʔεϚΠ
ϧɾΫϦʔϯ࡞
ઓ（町֤۠）2726 2524232221

ຊとあͦ΅͏
（前町ެຽؗ
ਤॻࣨ）３

ɾࣇϲ月̒ࡀ１
݈ࣇࡀ̏

（ެຽؗ）̎

町८ճं݂ݙ
հޢ者Ոのू
͍
ಛઃਓݖ৺ご
と૬ஊ所։ઃ

１

νϟϨϯδσʔ
201�
（町શҬ）313029

ফ૯߹ԋश
（場றं場）

28

10

૬ஊ߁݈
（ެຽؗ）

ʙ̔̓̕６５４࣌前10ޕ

ಛఆ݈ɾ؊Ԍɾ
ΤΩϊίοΫε
݈
（福祉ηϯλʔ）

17

ಛఆ݈ɾ؊Ԍɾ
ΤΩϊίοΫε
݈（ެຽؗ）16

のӡಈض

1514131211

19

ಛఆ݈ɾ؊Ԍɾ
ΤΩϊίοΫε
݈（ެຽؗ）18

̒月

̑月

イベントカレンダー ̑月۳̒月

શ道౷ҰՐඪޠ

無防備な 心に火災が かくれんぼ



広報とままえ ５月号　14頁

……………………………………………………………………………… 情まいる住 報

古
丹
別
連
合
町
内
会
へ

三
渓
町
内
会
へ

古
丹
別
幸
楽
会
へ

三
渓
渓
友
会
へ

町
社
会
福
祉
協
議
会
へ


古
丹
別

三
₉
渓

古
丹
別

三
₉
渓

留
萌
市

古
丹
別

古
丹
別

小
松
谷
₉
↵
₉
ↀ
₉
様

市
₉
村
₉
良
₉
子
₉
様

小
松
谷
₉
↵
₉
ↀ
₉
様

市
₉
村
₉
良
₉
子
₉
様

木
₉
村
₉
暁
₉
美
₉
様

小
松
谷
₉
↵
₉
ↀ
₉
様

菊
₉
池
₉
千
加
子
₉
様

（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営風風風風風風風風風風風風風風風風風風風風風来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分（町営風来望３基分））））））））））））））））））））））

平成29年４月分の実績
供給電力量　399，430 ｋＷｈ 

7，744，947 円 
（昨年実績　5，872，649 円）

風風風風風風風風風風風風風風風風風風風風風力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電ののののののののののののののののののののの売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状風力発電の売電状況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況

29年度の実績 14，000，742 円
（Ｈ29．３ ～４）
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ＪＡ北海道厚生連 苫前厚生クリニックよりお知らせ

　大変混み合いますので、なるべく事前
の電話予約をお願いいたします。
　不明な点がありましたら電話でお気軽
におたずね下さい。

受付
13時～
16時45分 詳細な日程等については電話

で直接お問い合わせ下さい。
ＪＡ北海道厚生連　苫前厚生クリニック（ＴＥＬ ６５－３５３５）

皮膚科　外来日は
　５月：５月18日（木）
　６月：６月１日（木）、15日（木）、29日（木）

管理栄養士による「今日からあらためる
食事療法・なんでも相談」内科の予約診
療です
５月：終了しました
６月：日程未定

月２回、栄養士が対応
します。医師の診察が
あります。

　気象庁のホームページでは、紫外線の最も強い

午前10時から午後２時頃は外出を控える、陰を利

用する、日傘や帽子を使う、日焼け止めのクリー

ムを使用するなど対策の参考にしてください。

■問合せ先

　旭川地方気象台（緯 0166－32－7102）
　旭川地方気象台ホームページアドレス

　ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｊｍａ－ｎｅｔ．ｇｏ．ｊｐ/ａｓａｈｉｋａｗａ/

　総務省北海道総合通信局では、電波監視を実施

し、適正な電波環境の維持に努めています。電波

に関する困りごとやご相談は下記へお問い合わせ

ください。

■お問い合わせ　

　北海道総合通信局　011－737－0099

■電子メールによるお問い合わせ

　ｓｏｕｄａｎ－ｈｏｋｋａｉｄｏ＠ｓｏｕｍｕ．ｇｏ．ｊｐ

■北海道総合通信局ホームページ

　ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｓｏｕｍｕ．ｇｏ．ｊｐ/ｓｏｕｔｓｕ/ｈｏｋｋａｉｄｏ/

紫外線から身を守る
 ～紫外線情報～ 

不法電波から暮らしを守れ！

　国民年金基金は、老後に受け取る国民年金（老齢基

礎年金）に上乗せして、より豊かな老後を保障する公

的な年金制度です。国民年金基金制度には、税制上の

優遇処置があります。

※60歳以上65歳未満の方や海外に居住されている方

で国民年金に任意加入されている方も加入できます。

　詳しくは、北海道国民年金基金（フリーダイヤル 

0120－65－4192）までお問合せください。

ご存知ですか？「国民年金基金」【お詫び】

■広報４月号林秀行元町議会議員の記事の中で奥様の
　名前が　× 恵子 → 〇 恵美子

■広報４月号ご厚志の欄 松岡満雄（古丹別）さん
　× 町身障者福祉協会 → 〇町社会福祉協議会
掲載に誤りがありましたこと深くお詫び申し上げます。

■お悔やみ欄
　林　秀行（80）　Ｈ29．１．10（死亡日）　三渓（場所）
未掲載でありましたことを深くお詫び申し上げます。

苫苫苫苫苫苫苫苫苫苫苫苫苫苫苫苫苫苫苫苫苫前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町ののののののののののののののののののののの交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事故故故故故故故故故故故故故故故故故故故故故情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情苫前町の交通事故情報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報
平成29年４月の事故状況

平成29年４月末までの累計

負傷者負傷者数数
００ 件件

死者死者数数
００ 件件

発生件発生件数数
００ 件件

負傷者負傷者数数
５５ 件件

死者死者数数
１１ 件件

発生件発生件数数
１１ 件件

交交交交交交交交交交通通通通通通通通通通事事事事事事事事事事故故故故故故故故故故死死死死死死死死死死ゼゼゼゼゼゼゼゼゼゼロロロロロロロロロロ日日日日日日日日日日数数数数数数数数数数交通事故死ゼロ日数ははははははははははは
４４４４４４４４４４４月月月月月月月月月月月３３３３３３３３３３３０００００００００００ 日日日日日日日日日日日現現現現現現現現現現現在在在在在在在在在在在ででででででででででで３３３３３３３３３３３９９９９９９９９９９９日日日日日日日日日日日

今月は、

の納付月です。

納期内納入にご協力願います。
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　６月１日は人権擁護委員の日です。人権擁護委員は、いつでも地域住民からの相談に応じています。

　人権相談は、離婚相談などの家庭内の問題や借地借家の問題、隣近所のもめ事など、幅広い内容を受け付けており、相

談は無料、相談内容等の秘密は厳守されることとなっています。

気軽に相談できる場所として法務局に人権相談所が常時開設されていますが、本町でも特設人権心配ごと相談所を下記に

より開設します。相談の受付は、法務大臣が委嘱した人権擁護委員の「竹橋広顕さん」と「伊藤敏男さん」が対応します

ので、お気軽にご相談下さい。

　　　　●日　時　６月１日（木）　古丹別地区：苫 前 町 ެ ຽ ؗ 　 伊藤委員対応　 午後１時～午後３時

　　　　　　　　　　　　　　　　苫 前 地 区 ：苫前町福祉センター　 竹橋委員対応　 午前１０時～午後０時

相談についての問い合わせ：旭川地方法務局留萌支局相談についての問い合わせ：旭川地方法務局留萌支局（（緯緯 01640164－－4242－－0492）0492）

特設人権心配ごと相談所が開設されま特設人権心配ごと相談所が開設されますす特設人権心配ごと相談所が開設されます




